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『破産手続における手続開始時現存額主義と
いわゆる「超過配当」に関する一考察』
─「平成 29 年（許）第3号 配当表に対する異議申
立て却下決定に対する抗告審の取消決定に対する許
可抗告事件 抗告棄却」を契機として─
平成 29 年9月 12 日 第三小法廷決定（民集 71 巻7号 1073
頁）
原審：大阪高等裁判所決定平 29・1・6 金法 2071 号 99 頁
原々審：大阪地方裁判所堺支部決定平 28・6・16 金法 2071 号
106 頁

西中薗 浩

はじめに─（破産手続）開始時現存額主義とは─

破産法 104 条は、いわゆる全部義務者（数人が各自全部の履行をする
義務を負う場合）（物上保証人を含む）が、破産手続きの開始決定後に債
権者（原債権者という。すなわち、ある債権につき、当初の債権者かそ
の債権につき弁済等を行い全額の求償権を有する債権者をいう。）に対
して主債務を消滅させる行為（弁済等）をしたときであっても、当該原
債権を全部消滅させた場合を除き、債権者（原債権者）は、破産手続開
始決定により破産手続が開始された時に有する債権の全額において破産
債権として届出をし、権利行使できる旨定めている。
これを「（破産手続）開始時現存額主義（以下、「開始時現存額主義」

という。」といい、この主義につき、最高裁（平成 20（受）1202 破産債
権査定異議事件【平成 22 年3月 16 日 最高裁判所第三小法廷 判決
破棄差戻 大阪高等裁判所】）は、「同一の給付について複数の者が『各
自全部の履行をする義務』を負う場合（以下、全部の履行をする義務を
負う者を『全部義務者』という。）、全部義務者の破産手続開始の決定後
に、他の全部義務者が債権者に対し弁済その他の債務を消滅させる行為

北研 59 (3・1) 195

『破産手続における手続開始時現存額主義といわゆる「超過配当」に関する一考察』



（以下『弁済等』という。）をすれば、実体法上は、上記弁済等に係る破
産債権は、上記弁済等がされた範囲で消滅する。しかし、破産法 104 条
1項及び2項は、複数の全部義務者を設けることが責任財産を集積して
当該債権の目的である給付の実現をより確実にするという機能を有する
ことにかんがみ、この機能を破産手続において重視し、全部義務者の破
産手続開始の決定後に、他の全部義務者が弁済等をした場合であっても、
破産手続上は、その弁済等により破産債権の全額が消滅しない限り、当
該破産債権が破産手続開始の時における額で現存しているものとみて、
債権者がその権利を行使することができる旨（いわゆる開始時現存額主
義）を定め、この債権額を基準に破産債権者に対する配当額を算定する
こととしたものである。同条1項及び2項は、上記の趣旨に照らせば、
飽くまで弁済等に係る当該破産債権について、破産債権額と実体法上の
債権額とのかい離を認めるものであって、同項にいう『その債権の全額』
も、特に『破産債権者の有する総債権』などと規定されていない以上、
弁済等に係る当該破産債権の全額を意味すると解するのが相当である。
そうすると、債権者が複数の全部義務者に対して複数の債権を有し、全
部義務者の破産手続開始の決定後に、他の全部義務者が上記の複数債権
のうちの一部の債権につきその全額を弁済等した場合には、弁済等に係
る当該破産債権についてはその全額が消滅しているのであるから、複数
債権の全部が消滅していなくても、同項にいう『その債権の全額が消滅
した場合』に該当するものとして、債権者は、当該破産債権については
その権利を行使することはできないというべきである。」（https://www.
courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/701/038701_hanrei.pdf 最高裁判所判
例）とし、その趣旨を明らかにしている。
上記にあるように、破産法 104 条の「開始時現存額主義」は、「破産債
権額と実体法上の債権額とのかい離を認めるものであって」、破産法が
実体法秩序に対し、破産法秩序の優位性を定めたものと理解することが
できる。

一 事件

1 決定事項

本件は、破産手続開始後に物上保証人から債権の一部の弁済を受けた
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破産債権者である相手方が、破産手続開始の時における債権の額として
確定したものを基礎として計算された配当額のうち実体法上の残債権額
を超過する部分（以下「超過部分」という。）を物上保証人に配当すべき
ものとした抗告人作成の配当表（以下「本件配当表」という。）に対する
異議申立てをした事案である。

2 決定要旨

破産債権者が破産手続開始後に物上保証人から債権の一部の弁済を受
けた場合において、破産手続開始時における債権の額として確定したも
のを基礎として計算された配当額が実体法上の残債権額を超過するとき
はその超過部分は当該債権について配当すべきである。

3 事実の概要

(1) A 株式会社（以下「破産会社」という。）は、平成 23 年9月、破産
手続開始の決定を受け、Y（抗告人、相手方、相手方）が破産管財人に選
任された。
(2) X（相手方、抗告人、申立人）は、A破産会社のB信用金庫に対す
る2口の借入金債務を保証していたところ、B信用金庫に対し、その元
本全額並びに破産手続開始の決定の日の前日までの利息全額及び遅延損
害金の一部（合計 5,651 万 1,233 円）を代位弁済した。そして、Xは、
破産会社の破産手続において、この代位弁済により取得した求償権の元
本（以下「本件破産債権」という。）等を破産債権として届け出た。
(3) C は、Xとの間で、破産会社のXに対する求償金債務を担保するた
め、自己の所有する不動産に極度額 3000 万円の根抵当権を設定してい
たところ、平成 24 年 10 月、上記不動産の売却代金から 2,593 万 9,092
円を本件破産債権に対する弁済として支払った。
この代位弁済の結果、本件破産債権の残額は 3,057 万 2,141 円となっ

た。
(4) C は、平成 27 年8月、破産会社の破産手続において、前記(3)の代
位弁済により取得した求償権 2,593 万 9,092 円を予備的に破産債権とし
て届け出た。
(5) Y は、破産債権の調査において、本件破産債権の額を認め、Cの前
記(4)の求償権について、「本件破産債権の残額が配当によって全額消滅
することによる、破産法 104 条4項に基づく求償権の範囲内での原債権
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の代位行使という性質において認める」旨の認否をした。
(6) 本件配当表（配当率 80.236％）には、本件破産債権について、配当
をすることができる金額として前記(3)の残額が、備考欄に「計算上の配
当額は 4,512 万 4,808 円であるが、本件破産債権の残額は 3,057 万
2,141 円であり、これを超えての配当はできないため」との旨が、それぞ
れ記載されていた。また、本件配当表には、Cの前記(4)の求償権につい
て、配当をすることができる金額として 1,455 万 2,667 円が、備考欄に
「本件破産債権の残額が配当によって全額消滅することによる、破産法
104 条4項に基づく原債権の代位行使に対する配当として（本件破産債
権の計算上の配当額と残債権額との差額の配当として）」との旨が、それ
ぞれ記載されていた。
これに対してXは、X及び Cに対する配当額につき更正を求めて「破

産債権査定の申立て」を行い、その決定に対し本件異議を申し立てた。

4 原々審・原審の判断

原々審（大阪地方裁判所堺支部決定平 28・6・16 金法 2071 号 106 頁）
は、超過部分は債権の一部を弁済した求償権者に配当すべきであるなど
として、本件配当表に対する相手方の申立てを却下した。これに対し、
原審（大阪高等裁判所決定平 29・1・6 金法 2071 号 99 頁）は、超過部分
を上記求償権者に配当することはできないとし、次のとおり判断して、
原々決定を取り消し、本件を原々審に差し戻した。
「破産手続開始の時における債権の額として確定したものを基礎とし
て計算された配当額のうちの一部の配当により当該債権が消滅する以
上、超過部分は、当該債権について配当すべきでなく、その他の破産債
権について配当すべきである。」と。
Yが許可抗告を申し立てた。

5 最高裁判所の判断

抗告棄却
「1～3省略」
「4 しかしながら、原審の上記判断は是認することができない。そ
の理由は、次のとおりである。
同一の給付について複数の者が各自全部の履行をする義務を負う場合

（以下、全部の履行をする義務を負う者を「全部義務者」という。）につ
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いて、破産法 104 条1項及び2項は、全部義務者の破産手続開始後に他
の全部義務者が弁済等をしたときであっても、破産手続上は、その弁済
等により債権の全額が消滅しない限り、当該債権が破産手続開始の時に
おける額で現存しているものとみて、債権者がその権利を行使すること
ができる旨を定め、この債権額を基準に債権者に対する配当額を算定す
ることとしたものである。すなわち、破産法 104 条1項及び2項は、複
数の全部義務者を設けることが責任財産を集積して当該債権の目的であ
る給付の実現をより確実にするという機能を有することに鑑みて、配当
額の計算の基礎となる債権額と実体法上の債権額とのかい離を認めるも
のであり、その結果として、債権者が実体法上の債権額を超過する額の
配当を受けるという事態が生じ得ることを許容しているものと解される
（なお、そのような配当を受けた債権者が、債権の一部を弁済した求償権
者に対し、不当利得として超過部分相当額を返還すべき義務を負うこと
は別論である。）。
他方、破産法 104 条3項ただし書によれば、債権者が破産手続開始の

時において有する債権について破産手続に参加したときは、求償権者は
当該破産手続に参加することができないのであるから、債権の一部を弁
済した求償権者が、当該債権について超過部分が生ずる場合に配当の手
続に参加する趣旨で予備的にその求償権を破産債権として届け出ること
はできないものと解される。また、破産法 104 条4項によれば、債権者
が配当を受けて初めて債権の全額が消滅する場合、求償権者は、当該配
当の段階においては、債権者が有した権利を破産債権者として行使する
ことができないものと解される。
そして、破産法 104 条5項は、物上保証人が債務者の破産手続開始後

に債権者に対して弁済等をした場合について同条2項を、破産者に対し
て求償権を有する物上保証人について同条3項及び4項を、それぞれ準
用しているから、物上保証人が債権の一部を弁済した場合についても全
部義務者の場合と同様に解するのが相当である。したがって、破産債権
者が破産手続開始後に物上保証人から債権の一部の弁済を受けた場合に
おいて、破産手続開始の時における債権の額として確定したものを基礎
として計算された配当額が実体法上の残債権額を超過するときは、その
超過する部分は当該債権について配当すべきである。
5 以上と異なる原審の判断には、法令の解釈適用を誤った違法があ

る。
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しかしながら、以上説示したところによれば、相手方の異議申立てを
却下した原々決定は不当であるから、原々決定を取り消して本件を原々
審に差し戻した原審の判断は、結論において是認することができる。論
旨は、原決定の結論に影響を及ぼさない事項についての違法をいうもの
にすぎず、採用することができない。
よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。なお、裁

判官木内道祥の補足意見がある。
裁判官木内道祥の補足意見は、次のとおりである。
1 本件における配当表は、相手方の確定破産債権の額を配当手続に

参加することができる債権の額とし、その額を基礎として各債権に配分
した額を配当額とするべきであり、Aの届け出た求償権（以下「Aの債
権」という。）については、配当手続に参加することができる債権の額、
配当額とも0円とすべきである。
その理由は、基本的には、配当額の計算の基礎となる債権額と実体法

上の債権額とのかい離を認める破産法 104 条1項及び2項によるもので
あるが、配当手続との関係においても、配当表は上記のとおりのものと
ならざるを得ない。
2 相手方の配当手続に参加することができる債権の額と配当額
相手方の届出債権（本件破産債権）合計 5,624 万 0102 円は、債権調査

において確定し、破産債権者表に確定債権額として記載されている。
破産法 198 条1項ないし3項は、異議等のある破産債権、停止条件付

債権又は将来の請求権である破産債権、別除権付債権について配当手続
に参加するための要件を規定しているが、これらの債権とは異なり、確
定した破産債権は、破産債権者表の確定債権額としての記載が確定判決
と同一の効力を有しており、債権者は確定債権額をもって配当手続に参
加することができる。
したがって、配当表において、相手方の配当手続に参加することがで

きる債権の額とされるべきものは相手方の確定債権額であり、その配当
表に対する異議において、債権調査手続において述べるべき主張を事由
とすることはできない。確定した破産債権者表の記載を変更する手続は
破産手続内に備えられておらず、手続外で行われる請求異議の訴えなど
によって確定判決と同一の効力が覆されない限り、確定債権額を配当手
続に参加することができる債権額とする配当表が変更されることはない
し、全部義務者から破産手続開始決定の後に弁済を受けた債権者につい
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ては、破産財団に属する財産で外国にあるものによって破産手続開始決
定の後に弁済を受けた債権者に対するような配当調整の規定（破産法
201 条4項）も設けられてはいないのである。
各債権者に対する配当額は、配当することができる金額（総額）を破

産法 194 条の定める順位で割り振った額であり、本件では、本件破産債
権はその他の一般の破産債権と同順位であるから、債権額の割合に応じ
て案分した額が配当額でなければならない。
抗告人の作成した配当表は、相手方の配当手続に参加することができ

る債権額を相手方の確定債権額としつつ、相手方に対する配当額を案分
額から 1,455 万 2,667 円を減額した 3,057 万 2,141 円としているが、そ
のように減額し得る法的根拠は存しない。
3 Aの債権の配当手続への参加の可否
Aの債権は、予備的なものとして届け出られ、抗告人は「本件破産債

権が配当によって全額消滅することによる、破産法 104 条4項に基づく
求償権の範囲内での原債権の代位行使という性質において」として、こ
れを認めた。
備的とする届出の趣旨、また、抗告人が認めるとした趣旨は必ずしも

明らかではないが、本件破産債権が配当によって全額消滅することを停
止条件とする債権が届け出られ、債権調査において認められたとしても、
この債権をもって配当手続に参加するには、配当除斥期間内に停止条件
が成就していなければならない。配当除斥期間内に配当が実施されるは
ずがなく、本件破産債権が全額消滅することもないから配当除斥期間内
の条件成就はあり得ない。相手方が残債権を全額消滅させるに足りる配
当請求権を取得することが停止条件であると解しても、相手方が配当請
求権を取得するのは、破産管財人からの配当通知によってであり、それ
は配当表が確定した後になされるのであるから、その条件が配当除斥期
間内に成就することもあり得ない。
また、前項で述べたように、相手方は、本件破産債権の全額をもって

配当手続に参加することができるのであるから、請求異議訴訟などに
よってそれが変更されない限り、Aの債権は、予備的あるいは条件付と
されるのがいかなる趣旨であったとしても、これをもって本件破産債権
と並んで配当手続に参加することはあり得ないのである。
（裁判長裁判官 木内道祥 裁判官 岡部喜代子 裁判官 山崎敏充
裁判官 戸倉三郎 裁判官 林 景一）
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https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/073/087073_hanrei.pdf
最高裁判所判例

二 問題の所在

本件(注1) は、債務者に対する破産手続が開始した後に、破産債権の物
上保証人がその担保不動産を売却した代金をもって債務に対し一部弁済
として支払い、それにより（実体法上）求償債権が発生したことからこ
れを破産債権として予備的に届け出たが、後の破産債権の配当手続で算
出された破産債権者への配当額が、確定破産債権としての残額を超えて
余剰を生じる結果となることから、管財人が余剰金を物上保証人に配当
するとした配当表の適否が問題となった事例である。
本件においては、原々審・原審・最高裁の判断がそれぞれ異なる見解

によってなされ、この問題に対する対立状況をよく表しているというこ
とができる。なお、本件決定によって破産手続開始時現存額主義（破
104 条）に付属する様々な問題についてはいまだ明確にされてはいない。
たとえば、「付随して生じる配当手続外での劣後債権の取扱い等、具体的
事件処理の上で生じうる破産手続外の実体的な処理等についてもなお明
確化が求められる。」(注2) と主張されている。
以下、かかる関連問題についても触れながら、「超過配当となる場合の
取り扱い」について解説していく。

三 開始時現存額主義といわゆる「超過配当」とは

まず、上記「はじめに─（破産手続）開始時現存額主義とは─」で示
したように、開始時現存額主義は、たとえば、不可分債務（民 430 条）、
連帯債務（不真正連帯債務も）（民 436 条）、連帯保証債務（民 458 条）、
物上保証（民 351、372 条）などの場合による弁済者等による求償権が該
当する。
この開始時現存額主義は、「準則A『複数の全部義務者が同時又は順

次倒産した場合に、債権者はそれぞれの破産手続に参加できること』と
準則B『その際の届出破産債権額は各破産手続開始時における現存額を
基準とすること』により構成され、さらに準則Bは現存額準則（控除額
準則）『破産手続開始時の現存額全額につき破産債権として権利行使が
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できる。手続開始前に一部の弁済を受けていれば、本来の債権額全額で
はなく現存額についてしか債権届出はできない』と非控除準則『破産手
続開始決定がなされると、その後に他の全部義務者による弁済がなされ
ても、その債権の全額が消滅した場合を除き、届出破産債権額に影響を
及ぼさない』により構成される」ものとされている(注3)。とりわけ、本
件決定との関係では、「非控除準則」が重要である。
なお、この非控除準則を基礎づけるものとして、実体法上の「原債権

者優先主義」をその基礎とする考えが多いものとされる(注4)。この基礎
については、後述「六 『非控除準則』の根拠に関する2つの見解」にお
いてしばし触れてみたいと思う。
次に、本件で問題となっている「超過配当」とはどのような法律状態

を意味するかというと、たとえば、
設例 破産会社Aに対し破産債権者 Xが有する破産手続開始時の破

産債権額を 1000 万円とした場合、その手続開始後に、この債権の連帯保
証人（又は物上保証人）Bが、その債権額の一部である 800 万円の弁済
をしたとする。その後、破産手続（破産債権確定手続）でXへの配当額
が 600 万円と決定した場合、そのままこれをXに配当すると、Aは総計
1400 万円を取得することとなる。つまり Xが本来有する実体法上の債
権額を超えた利得（600 万円）をすることになることからこの超過部分
600 万円をどのように処理するべきかという問題である。

四 「超過配当」が生じる場合についての学説の状況

この問題につき、学説では旧法時代から議論されてきた(注5)。その内
容を見ると、
① 本来は一部弁済を行った保証人（求償権者）に帰属すべきであるが、
超過部分は不当利得となるけれども原破産債権者へ配当すべきとする
見解(注6)（不当利得説(注7)：この見解は、「配当金は手続開始時に破産
債権者が有する確定破産債権を基準として算定された額を配当すべき
であり、手続開始後になされた弁済がその一部にとどまる限り、それ
は配当手続では考慮しないという原則を貫徹し、この場合に債権者に
ついて生じうる余剰金は不当利得返還請求権により手続外で、弁済を
した求償権者と債権者との間で処理すべきとする。」（「破産債権者配
当説」ともいう）(注8)。
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② 原破産債権を全額満足させた上で、生じた超過部分は求償権者（保
証人）に配当すべきとする見解(注9)（共同義務者帰属説：この見解は、
「実体法上手続外の弁済により、本来、債権者の債権は弁済をした全部
義務者に移転しているが、破産手続上は債権者が優先して弁済を受け
得るものの、債権者が完全弁済を受けた以上、超過部分は求償権を有
する全部義務者に配当することが実体権を反映しており適切だとす
る。この見解は、超過部分の取り扱いもまた破産手続上の配当手続に
取り込むことが、実体的権利関係との齟齬を解消する必要から妥当だ」
とされている。「求償権者配当説」ともいう）(注10)。
③ 超過部分は、他の破産債権者に配当すべく破産財団に帰属すべきも
のであるとする見解(注11)（破産財団帰属説：この見解は、「超過部分を
債権者に配当するとその部分は他の債権者や破産財団との関係で不当
利得となるから、管財人はこれを債権者には配当せず、また配当した
後でも破産管財人に返還させて他の一般債権者への配当原資とすべき
だとする。」(注12)。
本件についていうと、最高裁の本決定は、①の立場に立っているもの

とされ、原審の決定は、③の立場(注13)、原々審は②の立場に立つものと
されている。それぞれの理由等については文献を参照されたい。
さて、最高裁の本決定は、①の不当利得説を採用したもので、傍論で

はあるが、生じる超過部分は、破産手続き外で原債権者と求償権者との
間で、不当利得として処理するものとすることは別論であると論じてい
る。
ここでの筆者の見解は「七 結び」に示す。

五 超過部分の意味

配当の対象となる、超過部分は①一般破産債権に限るか、②劣後的破
産債権（破産手続開始後に生じる利息や遅延損害金）も含まれるかが問
題となる。
本件の原々決定は、「飽くまで弁済等に係る当該破産債権について、破
産債権額と実体法上の債権額とのかい離を認めるものであって、同項に
いう『その債権の全額』も、特に『破産債権者の有する総債権』などと
規定されていない以上、弁済等に係る当該破産債権の全額を意味すると
解するのが相当である」とし、「破産法尾 104 条2項、4項にある『その
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債権の全額が消滅した場合』に当たるかどうかは、少なくとも破産債権
のうち劣後部分と一般部分とを区別してそれぞれ別個に判断すべきであ
り、その一般部分の債権全額が弁済された場合には、一般破産債権たる
求償権を有する求償権者は配当に参加することができる」(注14) と解し
た。そのように解しないと、結果として、求償権者の有する一般破産債
権たる求償権に優先して原債権者の有する劣後的破産債権が満足を受け
ることになり、破産法 104 条が破産手続への参加に関する規定であるこ
とにかんがみ、同条文に破産手続上の基本的かつ原則的な破産債権の取
り扱いの優劣関係を覆すほどの効力を認め、求償権者の権利を制約し、
原債権者を保護することを予定しているとは言えないとしている。
これに対し、原決定は、破産債権者はその有する破産債権をもって破

産手続きに参加でき、その破産債権には劣後的破産債権も当然に含まれ
ると判断している。この点に関しては、本件最高裁の決定も同様である
とされる。
ここでの筆者の見解も「七 結び」に示す。

六 「非控除準則」の根拠に関する2つの見解

ここでは、開始時現存額主義の核心である「非控除準則」についてと
りわけ深遠な議論がなされている2つの見解（山本和彦教授の見解【前
掲注4掲載の文献：以下ページのみ記載する】と八田卓也教授の見解【前
掲注1掲載の文献：以下ページのみ記載する】）を検討する。
1 山本教授の見解 山本教授は、「まず、手続開始時現存額主義の現状
について、立法と判例の到達点を確認」し、「次いで、そのような現状を
前提にしながら、なお残された問題の1つとして、原債権者についてい
わゆる超過配当金が発生する場合の取扱いについて検討する。その後
に、新民法における弁済による代位の規律の変更を前提に、手続開始時
現存額主義の将来に関して、解釈論・立法論の双方の観点から簡単に検
討することにしたい。」（578 頁）として議論を開始される(注15)。
まず、「「手続開始時現存額主義の現状─立法と判例の到達点」（579～
583 頁）で現状を確認し、「4 理論の到達点に関する私見」で、「以下の
議論の前提として、現段階における開始時現存額主義（非控除準則）の
存在意義に関する筆者の理解を整理しておきたい。まず、弁済による代
位（原債権行使）との関係であるが、ここで中核となるのは、やはり実
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体法上の原債権者優先主義（弁済者と関係）を破産手続でも貫徹するも
のとする理解である。少なくとも連帯債務者や保証人、物上保証人など
開始時現存額主義の適用場面の中心においては、この考え方が妥当する
といえよう。その意味で、2つの規律は相互に関連したもの（一方の規
律の変更は他方にも影響し得るもの）として理解することが相当であ
る。」（583 頁）として、開始時現存額主義（非控除準則）と実体法上の原
債権者優先主義（弁済者との関係）の牽連性を主張される。
そして、「中核として、原債権者優先主義という実体法上の理念の破産
法への反映が開始時現存額主義と言える。しかし、それを求償権にも拡
大し徹底する側面を有することに加え、他にそれを拡張する要素として、
責任の集積による債権の効力の強化（下線は筆者）という観点が重要で
ある。」、「その意味で、この法理はそのような重層構造を有するものとし
て理解されるべきであるが、それでも中核的地位を占める実体法との関
係を軽視すべきではない。」（574 頁）とされ、さらに上記の牽連性を強調
される。ところで、「責任の集積による債権の効力の強化」という視点は、
次に示す、八田教授の見解も極めて重要視するファクターであって、そ
の意味で両見解の共通認識であると言えよう。
次に、「Ⅲ 超過配当金の処理─残された問題」で「1 問題設定」「2
従来の議論の状況」（574～586 頁）を経て、「3 若干の検討」で、本件
事例で問題となっている上記「四 『超過配当』が生じる場合についての
学説の状況」での見解について触れている。まず、「①不当利得説」には、
「実体法上、残存債権全額の回収を超えてまず債権者の権利行使を破産
手続上許容する点で、相当とはいいがたい。仮に将来の不当利得を認め
るとしても、実体法上すでに不存在と判明している部分（原債権者もそ
れをおよそ争っていない部分）にも配当してしまうことは、実体権の実
現という破産手続の一般的目的に反するのみならず、原債権者の債権回
収の保障という開始時現存額主義の制度目的をも超えており、とり得な
いと考える。実体法上『不当な利得』の形成に破産手続という裁判所の
手続が協力する結果になることは、容認できないということである。」
（587 頁）として、「不当利得説」は取れないことを示す。
また、「仮に開始時現存額主義がなければ」と仮定をして、山本教授が
設ける設例(注16) では、「破産手続においてXが 500 万円、Yが 2500 万円
の債権部分を行使し、Xが 150 万円、Yが 750 万円の配当を受領するこ
とになる。しかるに、Yの取り分について Xの優先権を認める点に開
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始時現存額主義の規律の中核があることは前述のとおりである（原注
19）。したがって、Xの 500 万円の債権回収が実現すれば、Xの優先権
行使は終了し（この法理の適用は終わり）、残余金は本来の権利帰属に従
い、当然にYに対して配当されるべきであり（原注 20）、その部分が破
産財団に帰属する（他の債権者に配当される）理由はまったくない。し
たがって、破産財団帰属説は相当ではなく、共同義務者帰属説をとるべ
きである。」（587～588 頁）とされ、教授自身は、共同義務者帰属説を採
ることを示されている。
「そして、原債権者が優先される範囲は、一般破産債権の部分に限らず、
劣後的破産債権の部分も含むものと解される。劣後的破産債権の劣後性
は他の破産債権者全体との問題であるところ、ここでの問題は、あくま
で共同債務者との1対1の関係での優劣であるからだである（原注
26）。」（589 頁）とされ、上記五の②劣後的破産債権（破産手続開始後に
生じる利息や遅延損害金）も含むことを示されている。
山本教授の解説は、まだ続くが（589～597 頁）、本件事例との関係では

ここまでで十分であろう(注17)。
2 八田教授の見解 八田教授は、「破産法上の開始時現存額主義と民
法上の（一部）弁済による代位についての規律との関係いかんという問
題が存在する。しかし、この点については必ずしも見通しの良い議論状
況の整理がなされているとはいえない状況にあるように思われる。」（443
頁）とされ議論を展開される。
まず、「連携説」と「非連携説」(注18) に言及した上で、判例の状況を「(1)
旧破産法下」、「(2) 現破産法下」、「(3) 判例の変化と条文の変化の対応
関係」（447 頁以下）について言及した後、「3 私見」（450 頁以下）を
述べられえている。
同所よれば、まず「原債権者優先主義」は、『本来（＝弁済による代位
取得の制度がなく、原債権中弁済を受けた部分が単に消滅するだけであ
れば）原債権者が享受できたはずの利益を弁済者が侵害することは許さ
れない』ことを意味するものとして理解すべきである」との理解から始
まる（450 頁）。
続けて、「連携説」については、弁済者が求償権を取得する事例では、

「原債権者優先主義が非控除準則自体を基礎付けると考える」が、「原債
権者優先主義は、原債権者が本来享受できる利益を所与の前提とし、そ
れを求償権者が侵害してはならないというもの」であり、「非控除準則を
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採用するか否かは原債権者が本来享受できる利益の設定の問題であり、
これを原債権者優先主義で基礎付けることはできない。」（451 頁）とし
て連携説を採用できないことを示し、「非控除準則の根拠は、責任財産の
集積という全部義務制度の趣旨に求められるしかないと思われる（原注
29）」(注19) とされている。また、「非連携説」については、「非控除準則の
結果、求償権行使禁止原則が妥当するのは、実質的に同一の債権が二重
評価されることを防止することを理由とする。」（452 頁）、のに対し、「代
位取得債権行使制限原則(注20) の規律は原債権者優先主義の適用により
説明できる。これは原債権という同一債権からの満足において、一部弁
済をした求償権者は、非控除準則によって原債権者が享受する利益を侵
害しない限度で（のみ）代位取得債権行使による満足を受けられること
を内容とするからである。この規律が、民法上の（一部）弁済による代
位の規律を離れて現行破産法 104 条4項が独自に定めたものと解する必
要はなく、そのように解する積極的理由を欠くのではないかと思われる
のである。」。（453 頁）とされ、民法の一般的規律（原債権者が享受する
利益を侵害しない）によって説明できるもので、あえて破産法 104 条4
項によって独自に定められたものとする必要はないとの理解が示されて
いる。
次に、「Ⅲ 配当金に超過部分が生じた場合の処理」で、「1 設例と
学説および平成 29 年裁決」で、本書ですでに述べた学説と本件事例につ
いての理解が述べられる（453～455 頁）。そして、「2 手続開始後の遅
延損害金の処遇」で、山本和彦説への批判が行われていく。そこで「(3)
検討」が行われる。
「山本和彦教授の前提は、この場合の配当金の処理は、【原債権者＋求
償権者】に割り振られた部分の原債権者・求償権者間の分配であり、そ
こでは原債権者優先主義が働くということにあると思われる。」しかし、
「この説明では、手続開始前の弁済分について原債権者優先主義が妥当
しないこと＝現存額準則により控除主義とられることの説明が困難であ
ると思われる」(注21)。さらに続けて、「あくまで開始時現存額主義の非控
除準則が先にあり、それにより原債権者が本来享受できる利益を求償権
者は侵害してはならない、という限度で原債権者優先主義は機能するの
ではないだろうか。」（457 頁）とされる。
次に、「開始時現存額主義の非控除準則により原債権者が本来享受で
きる利益とは、現行破産法 104 条2項にいう『その債権の全額』を意味
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する。これは手続開始後の遅延損害金を含むかが問題となるが、Ⅱ3(2)
で述べたように手続開始後の一部弁済を中間配当と同視するのが非控除
準則の趣旨と理解できるのであれば、その保護対象についてのルールは
一般の破産配当のルールに従うことになり、一般破産債権が全額満足さ
れるまでは、劣後的破産債権は保護対象にならない、ということになろ
う。」（458 頁）(注22)

最後に、「3 最高裁の処理（＝超過部分は原債権者に配当すべきであ
り、その求償権者との関係で不当利得を構成する）について」で、最高
裁の論理は、はたして適切かとの疑問から始まる。要約すると、すなわ
ち、一部弁済を行った者が、求償権者となるには、その求償部分（求償
債権）がその一部弁済者に帰属していなければならないが、最高裁の多
数意見も木内補足意見も、破産債権の届出（予備的届出も）を許さない
ので、破産債権の届出ができず、破産債権者となることができないので、
一般破産債権も劣後的破産債権も含め、超過配当の対象となる債権者に
なれないということになるので、そもそも原債権者への超過配当につき、
不当利得を主張する債権が破産法上認められないので、一部弁済を行っ
た者が受給権者として、原債権者との間に不当利得は存在しないという
結論になるとの理解が示された。（458～461 頁）
最後に、「Ⅳ まとめ」で、「開始時現存額主義の非控除準則は、民法
上の一部弁済よる代位についての原債権者優先主義とは切り離して考え
るべきである。しかし、代位取得債権行使制限原則は民法上の一部弁済
についての原債権者優先主義帰結として説明することができ、そうしな
い理由は見出し難い。
連携説は過度に弁済による代位へと連携させて開始時現存額主義を捉

えたものと評価できる。しかし、非連携説は逆に過度に弁済による代位
と切り離して開始時現存額主義（およびその派生準則）を捉えているの
ではなかろうか。とりわけ定型的・画一的処理の要請といった破産手続
上の考慮が本当に破産独自の処遇を基礎付けうるのかは、慎重な吟味を
必要とするように思われる。」（461～462 頁）として締めくくられている。
両教授の見解は、以上のように相違するが、「非控除準則」については、
その根拠を「責任の集積による債権の効力の強化」に求める点では共通
している。ただし、山本教授は、実体法上の「原債権者優先主義」との
関係において理解されるが、八田教授は、直截的に、それこそが「非控
除準則」を基礎付けるとの理解の点で相違が生じるものと理解した。
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七 結び

本件決定については、不当利得としたときの取り扱い等につき論じる
べき項目はまだ存在するが、紙幅の関係で結びとせざるを得ないことを
お詫びする。
「四 『超過配当』が生じる場合についての学説の状況」と「五 超過
部分の意味」で留保しておいた私見を述べよう。
四については、②の共同義務者帰属説、五については、①の一般破産

債権に限る説である。その理由は、まず前者につき、本文でも記述した
が、山本教授の解説が説得力を有すると考える。すなわち、山本和彦教
授は、「不当利得説は『実体法上、残存債権全額の回収を超えてまで債権
者の権利行使を破産手続上容認する点で、相当とはいいがたい。仮に将
来の不当利得を認めるとしても、実体法上すでに不存在と判明している
部分（原債権者もそれをおよそ争っていない部分）にも配当してしまう
ということは、実体権の実現という破産手続の一般的目的に反するのみ
ならず、原債権者の債権回収の保障という開始時現存額主義の制度目的
をも超えており、とり得ないと考えら』れ、『実体法上『不当な利得』の
形成に破産手続という裁判所の手続が協力する結果になることは、容認
できないことである。』(注23) と主張される。まさに裁判所が、『不当利得』
を召致させることを肯定するようなやり方は、司法への信頼を傷つける
可能性もあろうと思われる。」とされている。十分にして適切である。
ちなみに、「破産財団帰属説」は、特殊な場合を除いて、全く関係のない
他の破産債権者に「棚ボタ」的利益を与える理由がないからである。
後者については、多くの論者が縷々述べられているのでそちらを参照

していただきたいが、筆者自身は、たとえ本件最高裁決定のように不当
利得的解決がなされても、適切に、求償権者が求償権を行使して、一般
破産債権を獲得できるよう、処理すべきであると考えており、実体法状
態では、遅延損害金も債権なので、原債権者が満足するまで利得するこ
とが認められるが、破産法状態（破産法秩序）下においては、同債権は
劣後的破産債権なので、一般破産債権である求償権者の債権が優先する
ものと解している。同種の考えは、本稿で問題となった開始時現存額主
義が非控除準則により、実体法との齟齬を認めていることを考えれば納
得できるのではないであろうか。
ところで、本件の破産事件は、最終配当率が 80％を超えるという特異
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な事例である。とりわけ問題となった劣後的破産債権に当たる遅延損害
金が配当段階で 1,900 万円となっており、超過配当部分の約 1,400 万円
を超えており、原債権者としてはうまみのある事件であったとされてい
る(注24)。このような事件の特性からきわめて興味深い事例である。
最後に、本件ではAと Bという2口の債権が破産債権となったが、本

文でも触れた平成 22 年3月 16 日の最判で、数口の破産債権の場合は、
債権ごとに弁済を割り当てて、個々の債権を弁済をもって完済していく
という方法をとるべきことが示されていた。しかしながら、本件では、
2つの債権に分けて充当がなされたため求償権の確保ができなかった事
例となった。債権者側で充当したものと思われるが、求償権者側から指
定ができるような方策がなければ、物上保証人が根抵当権を設定してい
る場合には同じことになると思われる。
ところで、近時の「超過配当」が争点となった判例としてが2件報告

されている。「大阪高裁判決令和元年8月 29 日金法 2029 号 66 頁」と「大
阪高裁判決令和2年 12 月 24 日金法 2166 号 62 頁」がそれである。後者
は、破産管財人によって上告および上告受理の申立てがなされているの
で、最高裁の判決が出てから取り扱いたいと考えている。

注

1 本件掲載判例集と本件を取り扱う文献
最高裁判所民事判例集 71-7、p1073、裁判所時報 1684、p1、金融法務事情 2075、
p6、金融・商事判例 1527、p8、判例時報 2355、p9、判例タイムズ 1442、p52、金
融法務事情 2083、p64、金融・商事判例 1531、p24：岡林伸幸「超過配当と不当利
得（平成 29.9.12 最高三小決）〈判例研究〉」千葉大学法学論集 35-3・4、1～12
頁；八田卓也「破産法上の開始時現存額主義と民法上の一部弁済による代位の規
律との関係についての一考察（平成 29.9.12 最高三小決）」『民事裁判の法理と実
践─加藤新太郎先生古稀祝賀論文集』所収 443～462 頁、折田健市郎「物上保証
人からの一部弁済と破産手続における超過配当額の処理（平成 29.9.12 最高三小
決）（金融判例に学ぶ営業店 OJT─融資業務編）」金融法務事情 2141、64～65
頁；齋藤毅「破産債権者が破産手続開始後に物上保証人から債権の一部の弁済を
受けた場合における、破産手続開始時の債権の額を基礎として計算された配当額
のうち実体法上の残債権額を超過する部分の配当方法（平成 29.9.12 最高三小
決）」『最高裁判所判例解説─民事篇〈平成 29 年度〉（上）（1月～9月分）』所
収 386～403；杉本純子「破産債権者が破産手続開始後に物上保証人から債権の一
部の弁済を受けた場合にける、破産手続開始時の債権の額を基礎として計算され
た配当額のうち実体法上の残債権額を超過する部分の配当方法（平成 29.9.12 最
高三小決）〈判例批評〉」民商法雑誌 154-6、61～76 頁；齋藤毅「破産債権者が破
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産手続開始後に物上保証人から債権の一部の弁済を受けた場合における、破産手
続開始時の債権の額を基礎として計算された配当額のうち実体法上の残債権額を
超過する部分の配当方法（平成 29.9.12 最高三小決）」『最高裁 時の判例（平成
27 年～平成 29 年）(9)（ジュリスト増刊）』所収 338～340 頁；杉本和士「開始時
現存額主義の下での超過配当に対する不当利得返還請求の可否─最決平成 29
年9月 12 日を前提に〈倒産・再生法実務研究会レポート〉」季刊事業再生と債権
管理 32-3、164～174 頁；田頭章一「破産債権者が破産手続開始後に物上保証人か
ら債権の一部の弁済を受けた場合において、計算上の配当額が実体法上の残債権
額を超過する場合の配当方法（平成 29.9.12 最高三小決）（法的回収（執行・倒産））」
金融判例研究 28（金融法務事情 2097）、44～47 頁；西川佳代「破産手続における
開始時現存額による届出破産債権に対する超過配当の処理（平成 29.9.12 最高三
小決）〈判例評釈〉（民事手続法最高裁判例研究）」早稲田大学法務研究論叢3、
281～297；佐藤鉄男「開始時現存額を基準とした配当が残債権額を超過する場合
の破産配当の方法（平成 29.9.12 最高三小決）」『私法判例リマークス（57）〈2018
（下）〔平成 29 年度判例評論〕〉（法律時報別冊）』所収 128～131 頁；齋藤毅「破産
債権者が破産手続開始後に物上保証人から債権の一部の弁済を受けた場合におけ
る、破産手続開始時の債権の額を基礎として計算された配当額のうち実体法上の
残債権額を超過する部分の配当方法（平成 29.9.12 最高三小決）（最高裁判所判例
解説民事関係 17）」法曹時報 70-7、211～228 頁；河野正憲「破産手続開始時現存
額主義と債権の一部を弁済した物上保証人の求償権と配当手続（平成 29.9.12 最
高三小決）〈判例研究〉」名古屋大学法政論集 278、295～315 頁；尾河吉久「開始
時現存額主義と超過配当に係る最三小決平 29.9.12 の検討〈関西金融法務懇談会
報告〉」金融法務事情 2089、48～61 頁；粟田口太郎・木村真也・杉本和士・長谷
川卓・四十山千代子「5つの重要倒産判例で考えるその射程と今後の金融実務（平
成 29.9.12 最高三小決【1事件】、平成 29.11.16 最高一小判【2事件】、平成
29.12.19 最高三小判【3事件】、平成 29.12.7 最高一小判【4事件】、平成
29.12.19 最高三小決【5事件】）〈座談会〉」金融法務事情 2087、6～38 頁；山本
研「破産手続開始時の債権の額を基礎として計算された配当額のうち実体法上の
残債権額を超過する部分の配当方法（平成 29.9.12 最高三小決）」『平成 29 年度重
要判例解説（ジュリスト臨時増刊 1518）』所収 140～141 頁；木村真也「破産債権
者が破産手続開始後に物上保証人から債権の一部の弁済を受けた場合における、
破産手続開始時の債権の額を基礎として計算された配当額のうち実体法上の残債
権額を超過する部分の配当方法（平成 29.9.12 最高三小決）」『速報判例解説（22）
（法学セミナー増刊）』所収 205～208 頁；石橋英典「破産法 104 条における超過配
当をめぐる諸問題─最決平成 29 年9月 12 日を契機として」同志社法学 69-8、
47～76 頁；佐藤吉浩「開始時現存額主義により超過配当となる場合の処理方法を
示した最高裁平成 29 年9月 12 日決定に関して（平成 29.9.12 最高三小決）（大阪
倒産実務交流会Report39-2）」銀行法務 2162-3、34～41；齋藤毅「破産債権者が
破産手続開始後に物上保証人から債権の一部の弁済を受けた場合における、破産
手続開始時の債権の額を基礎として計算された配当額のうち実体法上の残債権額
を超過する部分の配当方法（平成 29.9.12 最高三小決）〈最高裁時の判例 民事〉」
ジュリスト 1514、95～98 頁；岡正晶「最三決平成 29・9・12 が残した問題─破
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産債権者は一般破産債権に対する破産配当金を劣後的破産債権に充当できるか
（金融商事の目）」金融・商事判例 1529、1頁；杉本和士「破産手続開始時におけ
る届出破産債権に対する超過配当の処理（平成 29.9.12 最高三小決）〈判例セレク
トMonthly 民訴法〉」月刊法学教室 447、151 頁；水野信次「配当表記載の配当額
が実体債権額を超過する場合における当該超過分の配当先〔抗告棄却〕（平成
29.9.12 最高三小決）〈金融商事実務判例紹介〉」銀行法務 2161-14、66 頁；杉本和
士「破産手続における開始時現存額による届出破産債権に対する超過配当の処理
─最三小決平 29.9.12 の検討〈判例評釈〉」金融法務事情 2078、34～41 頁：中井
康之「開始時現存額主義と原債権者優先主義」木内道祥先生古希・最高裁判事退
官記念論集・家族と倒産の未来を拓く（金融財政事情研究会（2018 年3月）425 頁
2 河野正憲「前掲（注1）」301 頁
3 八田卓也「前掲（注1）」444 頁、杉本和士「破産手続における『現存額主義』
の歴史的系譜とその根拠」民訴 62 号 134 頁
4 山本和彦「手続開始時現存額主義の現状と将来」岡伸浩ほか編・破産管財人の
債権調査・配当（商事法務：2017）584 頁、なおこの点については、八田教授は否
定的に考察される。八田「（前掲注1）」445 頁以下参照。

5 従来の学説の状況と紹介と分析は山本研「手続開始時現存額主義により生ずる
超過配当額の処理」『伊藤眞先生古稀祝賀論文集・民事手続の現代的使命』（有斐
閣・2015）1203 頁以下参照
6 伊藤眞＝松下淳一＝山本和彦編『新破産法の基本構造と実務（ジュリスト増刊）』
（有斐閣・2007）（以下『基本構造』）368 頁、370 頁〔田原発言〕、竹下守夫編集代
表『大コンメンタール・破産法』（青林書院・2007）442 頁〔堂園幹一郎筆〕、山本
研「前掲論文」1203 頁）等参照
7 学説の呼称は、山本和彦「（前掲注4」」585 頁に従った。②③につき同じ。
8 河野正憲「前掲（注1）」303 頁
9 旧法下、会社更生法について、兼子一監修『条解会社更生法（中）』（弘文堂・
1973）364 頁。現行法に関して、前掲注4『基本構造』365 頁〔沖野眞己発言〕、
367 頁〔山本和彦発言〕、松下淳一「開始時現存額主義に関する若干の覚書」『高橋
宏志先生古稀祝賀論文集・民事訴訟法の理論』（有斐閣・2018）1315 頁）等
10 河野正憲「前掲（注1）」303 頁
11 旧法下は、谷口安平『倒産処理法〔第2版〕』（筑摩書房・1985）168 頁。現行法
については、松下滿俊「破産手続における開始時現存額主義をめぐる諸問題」岡
正晶＝林道晴＝松下淳一監修『倒産法の最新論点ソリュージョン』（弘文堂・2013）
133 頁、伊藤眞『破産法・民事再生法［第5版］』（有斐閣・2022）318 頁）等
12 河野正憲「前掲（注1）」303 頁
13 ただし、原決定は、劣後的破産債権まで認めているため、結果的に破産財団へ
の帰属は行われなかった。
14 金融法務事情 2071 号 109 頁
15 山本教授の見解につき、中井康之・前掲注1・431 頁以下は、「二 本件の各決
定と山本教授の見解」の「4 山本教授の見解」において、本稿で触れるまでの
山本説の形成経緯を明らかにしている。また、同書は、山本説の内容についても
細述している。
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16 すなわち、「3000 万円の破産債権を有する債権者 7X が、債務者の破産手続開
始後、連帯保証人Yから 2500 万円の弁済を受けたとする。そして破産手続にお
いて、Xは届出額 3000 万円を維持しているが、配当時には、実体法上の残存元本
500 万円と破産手続開始後の損害金 200 万円の債権を有しており、他方連帯保証
人は予備的な債権届出として元本 2500 万円の破産債権を届け出ている。この場
合において、破産配当率が 30％となったとき、どのような破産配当をすることに
なるのか」（585 頁）という場合である。

17 山本教授の見解につき、詳しくは中井康之・前掲注1・428 頁以下参照。
18 八田説いうところの、「連携説」とは、「現行破産法下において、開始時現存額
主義（の特に非控除準則）と、民法上の（一部）弁済による代位についての規律
の関係については、両者が相互に関連するという見解」をいい、「非連携説」とは、
（派生準則も含め）相互に関連しない（むしろ切り離して考えるべき）いう見解と
いう」と説明される（444 頁）。

19 さらに説明が続き、非控除準則による規律は、「弁済者が求償権を取得する場
合・しない場合を問わず責任財産の集積という根拠により一律に妥当する規律で
あり、原債権者以外の破産債権者全員との関係での債権のプライオリティの規律
である。」であり、「非控除準則の根拠は責任財産の集積であったのである。」（452
頁）とされる。
20 代位取得債権行使制限原則とは、「民法上代位取得したはずの一部の原債権の
行使による配当金の受領が、原債権者が全部満足を受けるまでは禁止されること
と、原債権者が全額の満足を受けても、それにより配当金に余剰が生じた場合の
余剰分に限定されること、の双方を含意する（原注 32）」（453 頁）と説明される。

21 本文では、原注 44 を示し、そこで「仮想した手続前・後の区別は反論になって
いるとは言い難い」と指摘される。
22 つまり、一部弁済が中間配当と同様に解することができれば、一般の破産債権
配当ルールに基づき、その時に保護される債権は、一般の破産債権であって、劣
後的破産債権である、開始後の利息や遅延損害金等はその保護ルールにより排斥
されるということになる。
23 山本和彦「（前掲注4」」587 頁
24 佐藤吉浩「（前掲注1）」34 頁、粟田口太郎ほか「（前掲注1）」8頁粟田口太郎
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Eine Überlegung bzgl den zum Zeitpunkt der Eröffnung
des Insolvenzverfahrens bestehende Forderungsbetrag

und die sogenannten „Überdividenden“
─ Im Anschluss an den Beschluß von dem Drittes
Kleingerichtssaal, 12. September 2017 (Minshu Bd. 71,

Nr. 7, S. 1073) ─

Hiroshi NISHINAKAZONO

Einführung ─ Was ist der Grundsatz über die bestehende
Forderungsbetrag zum Zeitpunkt der Eröffnung des
Insolvenzverfahrens (unten “Grundsatz über die bestehende
Forderungsbetrag”). ─

§104 Japanisches Insolvenzrecht sieht vor, dass ein sogenannter
Vollschuldner (in Fällen, in denen mehrere Personen jeweils zur
vollständigen Leistung verpflichtet sind) (einschließlich eines Bürgen in
Sacheinlagen) ein Gläubiger ist (im Folgenden als Erstgläubiger
bezeichnet, d. h. nach dem Entscheidung zur Eröffnung eines
Insolvenzverfahrens getroffen wird). (Bezieht sich auf den ursprüngli-
chen Gläubiger oder den Gläubiger, der eine Zahlung usw. geleistet hat
und das Recht hat, die Rückerstattung des gesamten Betrags einer
bestimmten Forderung zu verlangen), auch wenn eine Löschungsklage
ergriffen wird Die Hauptschuld (Leistung etc.) sieht vor, dass Gläubiger
(ursprüngliche Gläubiger) bis zum Erlöschen aller ursprünglichen
Forderungen eine Insolvenzanmeldung anmelden und ihre Rechte in
voller Höhe ihrer zu diesem Zeitpunkt bestehenden Forderungen
ausüben können Das Insolvenzverfahren wird auf der Grundlage einer
Entscheidung über die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens eingeleitet.

Dies wird als “Grundsatz über die bestehende Forderungsbetrag” des
Insolvenzverfahrens bezeichnet.

一 Der betreffende Fall
1 Entscheidungselement
2 Zusammenfassung der Entscheidung
3 Sachverhalt
4 Entscheidungen von Ursprungsinstanz ・Vorinstanzen
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5 Entscheidung des Obersten Gerichtshofs

二 Wo ist das Problem in dem Fall?
die sogenannten „Überschussdividenden“

三 Was ist “Grundsatz über die bestehende Forderungsbetrag” und die
sogenannten „Überschussdividenden“?

四 Stand der Theorien zu Fällen, in denen es zu „Überdividenden “
kommt

① Theorie der ungerechtfertigten Bereicherung
(Theorie der Insolvenzgläubigerdividende)

② Mitschuldner-Zurechnungstheorie
(Theorie der Regreßberechitigerdividende)

③ Theorie der Insolvenzmassezuordnung

五 Sinn des überschüssigen Teils
Es stellt sich die Frage, ob der zu verteilende Überschussanteil auf (1)

allgemeine Insolvenzforderungen beschränkt ist oder (2) nachrangige
Insolvenzforderungen (Zinsen und Verzugszinsen, die nach Eröffnung
des Insolvenzverfahrens anfallen) umfasst.

六 Zwei Ansichten auf der Grundlage der „Nichtabzugsregel“
1 Ansicht von Professor Yamamoto
2 Ansicht von Professor Hatta

七 Abschluss(meine Meinung)
Ich denke, es sollte in der folgenden Reihenfolge angewendet werden:
②Mitschuldner-Zurechnungstheorie, ①Theorie der ungerechtfertigt-

en Bereicherung, ③Theorie der Insolvenzmassezuordnung
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